
ＧＷ（4/29～5/5）
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人流の変化（第１回緊急事態宣言前との比較）
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令和3（2021）年5月26日(水)

感染状況について

5月25日時点の数値

②#7119における発熱等相談件数 59.9件

①新規陽性者数（うち65歳以上）
591.4人
（ 69.1人）

数 362.7人
③新規陽性者における
接触歴等不明者

81.8％

感
染
状
況

増加比

潜
在
・
市
中
感
染

5月19日時点の数値

65.0件

703.6人
（ 79.4人）

428.3人

85.1％

モニタリング項目
※7日間移動平均で算出

事務局資料



令和3（2021）年5月26日(水)

医療提供体制について

②重症者数

③宿泊療養者数

①入院患者数

医
療
提
供
体
制

5月25日時点の数値
（利用率）

④自宅療養者数

71人
（19.0%）

2,197人
（39.3%）

1,074人
（35.2%）

1,420人

参考数値
※5月24日時点

確保病床

373床

確保病床

5,594床

－

受入可能数

3,050人

事務局資料
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これまでの都の対応（「第３波」「第４波」への対応）

政府緊急事態宣言
（4/7～5/25）

政府緊急事態宣言
（1/7～3/21）

3/22-4/11

リバウンド防止期間

11/28-1/7

飲食店等への時短要請

緊急事態措置

1/8-3/21

12/17

新規陽性者数 ７日間移動平均

政府緊急事態宣言
（4/23～5/31）

「第３波」 「第４波」

●「第３波」への対応

「急所」である飲食店等への対策が中心

緊急事態措置

4/25-5/31

まん延防止等
重点措置

4/12-4/24

●「第４波」への対応

・飲食店等の時短を柱とした重点措置の実施

・GWを控え、飲食店等への対策強化に加え、

「人流抑制」の観点から大規模集客施設への

休業要請等を実施

・宣言延長後も、措置を緩和せず、

引き続き対策を継続

事務局資料



「第３波」「第４波」への具体的対応

飲食店等
（飲食店、カラオケ店等）

集客施設
（百貨店、映画館等）

イベント関連施設
（劇場、運動施設等）

「
第
３
波
」
対
応

時短要請
（R2.11.28-R3.1.7）

時短要請（～22時） ― ―
緊急事態
措置

（R3.1.8-3.21）

時短要請（～20時） ― ―

「
第
４
波
」
対
応

まん延防止等
重点措置

（R3.4.12-4.24）

時短要請（～20時） ― ―

緊急事態
措置

（R3.4.25-5.11）

【酒類提供あり】
休業要請

休業要請 無観客開催
【酒類提供なし】
時短要請（～20時）

緊急事態
措置延長

（R3.5.12-5.31）

【酒類提供あり】
休業要請

休業要請
5,000人/50％

時短要請（～20時）
※無観客開催に課題あり【酒類提供なし】

時短要請（～20時）

※時短の協力依頼（～20時） ※時短の協力依頼（～20時）

※時短の協力依頼（～20時） ※時短の協力依頼（～20時）

事務局資料



【参考】都の措置に対して寄せられた意見等

○引き続き、人流抑制を目的とした措置が必要なのか

○現在の飲食店への厳しい措置を続けるのか

○都民・事業者に措置内容が分かりにくいのではないか

○類似の施設間（映画館と劇場等）でなぜ措置内容が異なるのか

○感染状況や医療体制等に応じて、措置を強めたり、
弱めたりすべきではないか

事務局資料


	事務局資料①
	事務局資料②
	事務局資料③

